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富山県告示第367号 

   除外区域の指定について 

 富山県景観条例（平成14年富山県条例第45号）第45条第１項の規定により除外区 

域を次のとおり指定するので、同条第３項の規定により告示する。 

  令和元年９月11日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 除外区域に指定する区域 

  氷見市の区域 

２  除外区域に指定する日 

   令和元年10月１日 

 

 

 

毎週月.水.金曜日発行 
令和元年９月11日 

水 曜 日 
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富山県告示第368号 

   指定介護予防サービス事業者の指定について 

 介護保険法（平成９年法律第 123号）第53条第１項の規定により、次のとおり指 

定介護予防サービス事業者を指定したので、同法第115条の10の規定により公示す 

る。 

  令和元年９月11日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

事業所番号 1660890409 

指定年月日 令和元年９月１日 

申 請 者 名称 株式会社 愛癒 

事 業 所 
所在地 砺波市太郎丸 180番地１ 

名称 訪問看護ステーション ハート 

サービスの種類 介護予防訪問看護 

 

事業所番号 1660290154 

指定年月日 令和元年９月１日 

申 請 者 名称 合同会社 人間讃歌 

事 業 所 
所在地 高岡市四屋 759番地１ つりビル２階 

名称 訪問看護ステーション十色 

サービスの種類 介護予防訪問看護 

 

事業所番号 1670202611 

指定年月日 令和元年９月１日 

申 請 者 名称 株式会社 永田メディカル 

事 業 所 
所在地 高岡市問屋町12番地 

名称 株式会社永田メディカル ヘルス事業部 

サービスの種類 介護予防福祉用具貸与 

 

事業所番号 1670202611 

指定年月日 令和元年９月１日 
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申 請 者 名称 株式会社 永田メディカル 

事 業 所 
所在地 高岡市問屋町12番地 

名称 株式会社永田メディカル ヘルス事業部 

サービスの種類 特定介護予防福祉用具販売 

 

 

富山県告示第369号 

   指定居宅サービス事業者の指定について 

 介護保険法（平成９年法律第 123号）第41条第１項の規定により、次のとおり指 

定居宅サービス事業者を指定したので、同法第78条の規定により公示する。 

  令和元年９月11日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

事業所番号 1660890409  

指定年月日 令和元年９月１日 

申 請 者 名称 株式会社 愛癒 

事 業 所 
所在地 砺波市太郎丸 180番地１ 

名称 訪問看護ステーション ハート 

サービスの種類 訪問看護 

 

事業所番号 1660290154 

指定年月日 令和元年９月１日 

申 請 者 名称 合同会社 人間讃歌 

事 業 所 
所在地 高岡市四屋 759番地１ つりビル２階 

名称 訪問看護ステーション十色 

サービスの種類 訪問看護 

 

事業所番号 1670202611 

指定年月日 令和元年９月１日 

申 請 者 名称 株式会社 永田メディカル 
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事 業 所 
所在地 高岡市問屋町12番地 

名称 株式会社永田メディカル ヘルス事業部 

サービスの種類 福祉用具貸与 

 

事業所番号 1670202611 

指定年月日 令和元年９月１日 

申 請 者 名称 株式会社 永田メディカル 

事 業 所 
所在地 高岡市問屋町12番地 

名称 株式会社永田メディカル ヘルス事業部 

サービスの種類 特定福祉用具販売 

 

事業所番号 1672000443 

指定年月日 令和元年９月１日 

申 請 者 名称 株式会社ニチイ学館 

事 業 所 
所在地 南砺市やかた 105番地 

名称 ニチイケアセンター福野 

サービスの種類 訪問介護 

 

事業所番号 1670202629 

指定年月日 令和元年９月１日 

申 請 者 名称 有限会社わか木  

事 業 所 
所在地 高岡市石塚41番地１ 

名称 有限会社わか木 訪問介護事業所 

サービスの種類 訪問介護 

 

 

富山県告示第370号 

   身体障害者福祉法第15条第１項に規定する医師の指定について 

 身体障害者福祉法（昭和24年法律第 283号）第15条第１項に規定する医師として 

次のとおり指定したので、富山県身体障害者福祉法施行規則（昭和62年富山県規則 
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第34号）第６条の規定により告示する。 

  令和元年９月11日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

氏名 
担当する医 
療の種類 

従事する医療機関 
指定年月日 

名称 所在地 

今川 智之 小児科 公立学校共済組 
合北陸中央病院 小矢部市野寺 123 令和元年９月１日 

飯田 優理香 外科 高岡市民病院 高岡市宝町４番１ 
号 

令和元年９月１日 

森  俊介 内科 高岡市民病院 
高岡市宝町４番１ 
号 令和元年９月１日 

谷口 千尋 小児科 高岡市民病院 高岡市宝町４番１ 
号 令和元年９月１日 

金山 雅美 内科・消化 
器内科 

すみれ内科クリ 
ニック 

下新川郡入善町入 
膳5494番１ 

令和元年９月１日 

刑部 正人 内科 南砺市民病院 
南砺市井波 938番 
地 令和元年９月１日 

梅原 康次 形成外科 真生会富山病院 射水市下若89番地 
10 令和元年９月１日 

中村 翔大 内科 黒部市民病院 黒部市三日市1108 
番地１ 

令和元年９月１日 

鳴河 宗聡 内科 
医療法人社団弘 
仁会魚津緑ヶ丘 
病院 

魚津市大光寺 287 
番地 令和元年７月22日 

竹村 朋子 形成外科 黒部市民病院 黒部市三日市1108 
番地１ 令和元年９月１日 

寺川 裕史 外科 黒部市民病院 黒部市三日市1108 
番地１ 

令和元年９月１日 

中原 慶亮 整形外科 
医療法人社団整 
志会沢田記念高 
岡整志会病院 

高岡市大手町８番 
31号 令和元年９月１日 
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青木 裕 整形外科 
公立南砺中央 
病院 

南砺市梅野 
2007番地５ 令和元年９月１日 

 

 

富山県告示第371号 

   土砂災害警戒区域の指定及び解除について 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法 

律第57号）第７条第１項及び第６項の規定により土砂災害警戒区域を次のとおり指 

定及び解除するので、同条第４項（同条第６項において準用する場合を含む。）の 

規定により公示する。 

  令和元年９月11日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

土砂災害警

戒区域の名

称 

土砂災害警戒区域に指定する区域 

土砂災害の発生原因

となる自然現象の種

類 

変更事項 

小牧⑷ 砺波市庄川町小牧の区域のうち別紙図

面に表示する区域 

急傾斜地の崩壊 一部指定

一部解除 

野下⑴ 南砺市城端の区域のうち別紙図面に表

示する区域 

急傾斜地の崩壊 一部指定

一部解除 

野下⑵ 南砺市城端、野口、泉沢の区域のうち

別紙図面に表示する区域 

急傾斜地の崩壊 一部指定 

一部解除 

 （「別紙図面」は省略し、当該図面及び関係書類を富山県土木部砂防課及び土砂 

災害警戒区域に指定する区域を管轄する土木センター又は土木事務所に備え置いて 

縦覧に供する。) 

 

 

富山県告示第372号 

   土砂災害特別警戒区域の指定及び解除について 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法 

律第57号）第９条第１項及び第８項の規定により土砂災害特別警戒区域を次のとお 
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り指定及び解除するので、同条第４項（同条第９項において準用する場合を含む。） 

の規定により公示する。 

  令和元年９月11日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

土砂災害特

別警戒区域

の名称 

土砂災害特別警戒区域に 

指定する区域 

土砂災害の発生 

原因となる自然 

現象の種類 

自然現象により建 

築物に作用すると 

想定される衝撃に 

関する事項 

変更事項 

小牧⑷ 砺波市庄川町小牧の区域の 

うち別紙図面に表示する区 

域 

急傾斜地の崩壊 

 

別紙図面のとおり 一部指定

一部解除 

野下⑴ 南砺市城端の区域のうち別 

紙図面に表示する区域 

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり 一部指定

一部解除 

野下⑵ 南砺市城端、野口、泉沢の 

区域のうち別紙図面に表示 

する区域 

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり 一部指定

一部解除 

 （「別紙図面」は省略し、当該図面及び関係書類を富山県土木部砂防課及び土砂 

災害特別警戒区域に指定する区域を管轄する土木センター又は土木事務所に備え置 

いて縦覧に供する。) 
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都市計画の変更に係る図書の写しの縦覧 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第21条第２項において準用する同法第20条 

第１項の規定により魚津市から次の都市計画の変更に係る図書の写しの送付があっ 

たので、同法第21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定により富山県 

土木部都市計画課に備え置いて縦覧に供する。 

  令和元年９月11日 

                    富山県知事 石  井    一  

 都市計画の種類 

 魚津都市計画用途地域 
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大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の廃止の届出について 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第５項の規定により大規模 

小売店舗の廃止の届出がなされたので、同条第６項の規定により次のとおり公告す 

る。 

  令和元年９月11日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 店舗の名称及び所在地 

  牛島屋舞夢館 富山市大泉中町12番13号 ほか２筆 

２ 店舗を廃止する者 株式会社牛嶋商事 代表取締役 武内 保衛 

３ 廃止前の店舗面積の合計 1,222㎡ 

４ 廃止後の店舗面積の合計 788㎡ 

５ 店舗面積の合計が1,000平方メートル以下となる日 

  令和元年９月１日 

６ 廃止の理由 店舗の見直しを行ったため。 

 

 

富山県の物品等調達に係る一般競争入札の実施 

 富山県の物品等調達について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法 

施行令（昭和22年政令第16号）第 167条の６第１項の規定により公告する。 

  令和元年９月11日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 委託業務の名称及び数量 

   住民基本台帳ネットワークシステム構築業務 一式 

 ⑵ 委託業務の仕様等 

   入札説明書による。 

 ⑶ 契約期間 

   契約締結の日から令和元年12月９日まで 

 ⑷ 調達条件 
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   入札説明書による。 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

  次に掲げる条件のすべてを満たす者であること。 

 ⑴ 物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等について（平 

  成29年富山県告示第 174号）第１の規定に該当しない者であること。 

 ⑵  富山県における物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格 

  の審査を受けた者であって、開札日の前日までに富山県会計規則（昭和62年富 

  山県規則第17号）第86条第３項の規定による競争入札参加資格者名簿に登載さ 

  れているものであること。 

  ⑶ 他の都道府県において、住民基本台帳ネットワークシステムに係るネットワ 

  ーク機器の導入・設置又は運用保守業務について、過去５年以内の実績を有す 

  ること。 

 ⑷ 以下のいずれかの資格を取得していること。 

  ・プライバシーマーク 

  ・ISO/IEC27000又は JISQ27001 

  ・ISO9001 

３ 入札に参加する者に求められる義務 

  本件入札に参加しようとする者は、入札しようとする委託業務の仕様が、入札 

 説明書に示した機能、性能等に適合するものであることを証明する書類等を提出 

 期限までに、４の⑴に掲げる入札書の提出場所へ提出しなければならない。 

  なお、提出した書類について、県が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じ 

 なければならない。 

４ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い 

  合わせ先（この公告に関する事務を担当する室課の名称） 

  〒930-8501 富山県富山市新総曲輪１番７号 

        富山県経営管理部情報政策課電子県庁推進班 

        電話 076-444-3117（直通） 

 ⑵ 入札説明書の交付方法 
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   令和元年９月11日から同年９月17日までの間（日曜日、土曜日及び国民の祝 

  日に関する法律（昭和23年法律第 178号）に規定する休日を除く。）の午前８ 

  時30分から正午及び午後１時から午後５時15分まで、前記⑴の場所において希 

  望者に無料で交付する。 

 ⑶ 入札説明会の日時及び場所 

  ア 日時 令和元年９月17日 午後４時から 

  イ 場所 〒930-8501 富山県富山市新総曲輪１番７号 

             富山県出納局総務会計課入札室 

 ⑷ 応札仕様書等の提出期限 

   令和元年９月20日 午後５時15分 

 ⑸ 郵便による入札書の提出期限 

   令和元年９月25日 午後５時15分 

   書留郵便とし、提出期限までに必着とすること。 

５ 入札・開札の日時、場所等 

 ⑴ 入札・開札日時 令和元年９月26日 午後２時 

 ⑵ 入札・開札場所 〒930-8501 富山県富山市新総曲輪１番７号 

                 富山県出納局総務会計課入札室 

 ⑶ 開札は、原則として入札に参加する者の全員の立会いのもとで行う。開札に 

  立ち会うことができない者は、開札日の前日までに、その旨を４の⑴の機関に 

  届け出るものとする。 

６ 入札保証金に関する事項 

  免除とする。 

７ 入札の無効に関する事項 

  次に掲げる入札は、無効とする。 

 ⑴ この公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

 ⑵ この公告に示した入札に参加する者に求められる義務を履行しなかった者の 

  した入札 

 ⑶ その他入札説明書に示した無効の入札の条項に該当する入札 

８ 入札の方法 
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 ⑴ 入札書に記載する金額は、委託業務に係る一切の経費とする。 

 ⑵ 落札金額は、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額 

  を加算した金額（１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金 

  額）とするので、入札に参加する者は、消費税に係る課税事業者であるか免税 

  事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の 100に相当する 

  金額を入札書に記載すること。 

９ 落札者の決定の方法 

 ⑴ 有効な入札書を提出し、かつ、書類等の審査の結果、この公告及び入札説明 

  書に示したサービスを提供できると認めた者であって、予定価格の制限の範囲 

  内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 

 ⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該入 

  札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、開札に立ち会わ 

  ない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関 

  係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定する。 

 ⑶ 開札の結果、落札となるべき入札をした者がないときは、直ちに、再度の入 

  札をすることがある。 

10 その他 

 ⑴ 契約の締結にあたっては、契約書を作成するものとする。 

 ⑵ 入札書及び入札に係る書類並びに契約書及び契約に係る書類において使用す 

  る言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨による表示に限る。 

 ⑶ 契約保証金に関する事項は、入札説明書による。 

 ⑷ その他詳細は、入札説明書による。 
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